
三次市教育委員会告示第  号 

 

 

三次市スポーツ・文化振興事業検討委員会設置要綱の一部を改正する告示を次

のように定める。 

 

 

平成２８年  月  日 

 

 

三次市教育委員会教育長 松 村 智 由 

 

 

三次市スポーツ・文化振興事業検討委員会設置要綱の一部を改正す 

る告示 

 

三次市スポーツ・文化振興事業検討委員会設置要綱（平成２１年三次市教育委

員会告示第１１号）の一部を次のように改正する。 

 

第３条中「１５」を「１０」に改める。 

第４条中第２号を削り，第３号を第２号とし，第４号を第３号とし，同条第５

号中「前各号」を「前３号」に改め，同号を同条第４号とする。 

附 則 

 この告示は，平成２８年４月１日から施行する。 


